
 

２．商業施設での出張申請サポート  

土曜日曜に商業施設を巡回して行います。  

１．申請または暗証番号の再設定 

市民課本庁舎１階市民課５番窓口 または サービスセンター 

月曜～金曜（祝日と年末年始を除く）8:30～17:15 

カード申請は本人様用の申請書があればスマートフォンからも手続できます。  

３．高齢者施設を始めとする入所施設への出張申請 

  和歌山市ホームページ マイナンバーカード出張申請依頼 HP 番号 1045024 から 

 お申し込みを受け付けます。  

４．１歳未満の乳児等の特急発行 

  令和 6 年 12 月 2 日から、出生届と同日（平日）であれば、1 週間前後でカードを書留 

郵便で受け取れる特別な申請ができるようになりました。（出生届同日の特急発行の申請） 

  出生届が休日、木曜延長時間帯、時間外の預かりの時は、翌開庁日が申請可能です。 

  父または母が窓口で本人確認を受けること（マイナンバーカードや運転免許証なら１点、

健康保険証や新型コロナワクチン接種証明書なら２点）が必要です。 

※その他、国外からの転入やカード紛失の方などを対象とする、上記とは別の特急発行 

制度もあります。 

 

 

               

 

 

マイナンバーカードと健康保険証について 
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令和６年１２月６日 

健康保険証は令和６年１２月２日から、新規の発行は行われなくなりました。 

現在、発行されている健康保険証は各保険者が定める有効期限までは有効ですが、その後は、

原則、マイナンバーカードを利用したマイナ保険証の利用となります。 

なお、マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書が保険者からプッシュ式で送られるの

で、これを使って健康保険サービスは引き続き受けられます。ただしマイナ保険証には様々なメ

リットがあるので、マイナンバーカードをお持ちでない方は、これを機会にカードを作ってみま

せんか。また、マイナ保険証のための暗証番号を失念された方は、暗証番号の再設定も承ってい

ます。 

①マイナンバーカード保有件数（R6.10末現在） 

272,490枚／356,472人（市人口） 

⇒７６．４％ 

②国民健康保険証との紐付け状況（R6.11末現在） 

43,035（紐付け件数）／65,803人（被保険者数） 

⇒６５．４０％ 

③国保加入者の医療機関でのマイナンバーカード

使用割合（R6.9現在） 

⇒１２．４％ 
※国保については、来年 

有効期限までに送付します。 

※国保については、資格情報の

お知らせを有効期限までに送

付します。 
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